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臨時職員は会計年度任 用職員へ
る
が
、
過
疎
債
と
表
現
し

た
方
が
わ
か
り
や
す
い
の

で
は
。

診
療
所
事
務
長

　診
療
所

で
借
り
る
歳
入
項
目
な
の

で
診
療
所
債
と
し
て
い
る

が
、
実
際
は
過
疎
対
策
事

業
債
で
あ
る
。

矢
口
政
一
議
員
（
議
第
７０

号
）
熊
出
没
に
関
す
る
専

決
補
正
だ
が
、
現
状
と
来

年
度
に
お
い
て
充
実
さ
せ

る
考
え
は
。

産
業
課
長

　今
年
度
は
６０

件
を
超
え
る
通
報
が
あ
り
、

４
頭
を
捕
獲
し
て
い
る
。

来
年
度
は
、
地
域
ぐ
る
み

の
対
策
を
支
援
す
る
県
事

業
の
流
れ
も
あ
る
の
で
、

予
算
編
成
の
中
で
猪
対
策

も
含
め
て
考
え
な
が
ら
、

対
策
を
強
化
し
た
い
。

【
議
第
74
〜
75
号
】

質
疑
な
し

【
議
第
77
〜
82
号
及
び
91
号
】

中
村
忠
行
議
員
（
議
第
９１

号
）
福
祉
燃
料
購
入
支
援

事
業
費
補
助
の
具
体
的
な

方
法
は
。

健
康
福
祉
課
長

　昨
年
同

様
、「
み
す
ぎ
ち
ゃ
ん
商

品
券
」
を
対
象
世
帯
に
配

布
す
る
。
対
象
世
帯
は
、

①
住
民
税
非
課
税
の
世
帯
、

②
町
税
や
町
公
共
料
金
の

未
納
が
な
い
世
帯
、
③
７０

才
以
上
の
高
齢
者
等
の
世

帯
で
、
全
て
に
該
当
す
る

世
帯
と
な
る
。
補
正
で
は

２
１
０
世
帯
を
見
込
ん
で

い
る
。

星
川
智
子
議
員
（
議
第
９１

号
）
グ
リ
ー
ン
バ
レ
ー
神

室
費
の
需
用
費
、
修
繕
料

５２
万
８
０
０
０
円
の
内
容

は
。
ま
た
、
ホ
ッ
ト
ハ
ウ

ス
カ
ム
ロ
の
耐
久
性
審
査

の
結
果
は
。

産
業
課
長

　温
泉
ボ
イ
ラ

ー
の
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
修

繕
で
あ
る
。
耐
久
性
審
査

は
完
了
し
て
お
り
、
木
材

を
使
っ
て
い
る
た
め
腐
食

が
多
く
、
非
常
に
厳
し
い

状
況
で
あ
る
。

（
議
第
77
号
の
反
対
討
論
）

須
藤
典
夫
議
員

　診
療
所

の
補
正
予
算
は
、
年
度
始

め
の
予
算
で
は
昨
年
比
で

４
４
０
０
万
円
を
増
額
し

た
年
間
予
算
と
し
て
お
り
、

補
正
し
な
い
で
運
営
す
る

と
聞
い
て
い
た
。
当
初
で

予
算
化
さ
れ
た
医
業
費
の

中
で
や
り
繰
り
す
べ
き
で

あ
り
、
本
補
正
に
は
反
対

す
る
。

（
議
第
77
号
の
賛
成
討
論
）

賛
成
討
論
な
し

【
議
第
83
〜
87
号
】

寒
河
江
宏
一
議
員
（
議
第

８３
号
）
会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
は
具
体
的
に
ど
う

い
う
も
の
か
。

総
務
課
長

　地
方
公
務
員

法
等
の
改
正
に
よ
る
も
の

で
、
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
と

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
に
分

け
ら
れ
、
給
与
か
報
酬
の

区
分
の
他
、
退
職
手
当
の

有
無
等
で
差
が
生
じ
る
。

　今
後
、
給
与
等
の
条
件

を
整
理
し
て
規
則
で
設
定

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　決
ま
り
次
第
、
議
会
に

も
報
告
し
、
条
件
を
明
記

し
て
募
集
す
る
。

【
議
第
88
号
】

大
場
洋
介
議
員

　権
利
放

棄
の
経
過
説
明
を
。

環
境
整
備
課
長

　債
権
者

の
死
亡
ま
た
は
所
在
不
明

の
場
合
、
早
期
に
相
続
人

の
有
無
や
換
価
財
産
の
有

無
を
調
査
し
対
応
す
べ
き

で
あ
っ
た
。
今
回
は
個
人

３
人
、
法
人
１
名
と
な
り
、

最
も
古
い
も
の
は
平
成
１２

年
か
ら
で
あ
る
。

栗
田
保
則
議
員
（
議
第
８８

号
）
税
を
含
む
町
公
共
料

金
の
未
納
金
は
、
総
額
で

約
１
億
５
０
０
０
万
円
に

な
る
。
本
来
な
ら
町
の
自

主
財
源
と
し
て
活
用
で
き

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対

策
は
。

町
民
税
務
課
長

　今
年
１１

月
現
在
で
は
、
前
年
度
比

０
・
８８
％
増
の
収
納
率
と

な
る
。
具
体
的
に
は
、
①

税
務
係
５
人
が
地
区
担
当

制
、
②
督
促
状
の
発
送
、

③
関
係
各
課
と
の
連
携
、

④
公
金
収
納
対
策
委
員
会

の
設
置
等
で
あ
り
、
引
き

続
き
収
納
対
策
の
強
化
に

努
め
る
。

【
議
第
70
号
〜
73
号
】

早
坂
憲
明
議
員
（
議
第
７３

号
）
自
動
車
取
得
税
の
変

更
内
容
と
事
務
は
ど
う
な

る
の
か
。

町
民
税
務
課
長

　自
動
車

取
得
税
は
廃
止
さ
れ
、
グ

リ
ー
ン
化
機
能
を
維
持
・

強
化
す
る
た
め
、
自
動
車

税
環
境
性
能
割
と
軽
自
動

車
税
環
境
性
能
割
に
整
理

さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

町
の
軽
自
動
車
税
も
種
別

割
と
環
境
性
能
割
に
整
理

さ
れ
、
環
境
性
能
割
に
係

る
事
務
は
県
が
行
い
、
納

付
額
を
町
に
払
い
込
む
こ

と
に
な
る
。

寒
河
江
宏
一
議
員
（
議
第

７１
号
）
診
療
所
債
が
４
３

０
万
円
減
額
と
な
っ
て
い

地方公務員法等が改正  詳細  は今後に

12月
定例会

　12月議会定例会が６日～10日の５日間開催された。令和元年度
補正予算、条例の設定など21議案が審議され、１議案を賛成多数と
した他は全員賛成で可決した。　
　一般質問に６人が立ち、多方面からの質問が出され、小学校統合
では、全戸へのアンケート調査を実施することなどが報告された。
　また、地方公務員法等の改正により、４月から臨時職員が会計年
度任用職員として雇用されることに関連した条例改正も可決された。

議
案
へ
の
質
疑
応
答
要
旨

議
案
へ
の
質
疑
応
答
要
旨

新制度を活かし町民福祉の向上へ

12月議会定例会提出議案
議第77号を除き全員賛成で可決（議第77号は須藤議員､星川議員が反対）

608
3億7335
8億3552
6390

1億1259
1億5859
1億9916

41億3535

89
372
2165
203
665
26
1

▲1635

６. 人事案件、その他

権利の放棄８８号

８９号
９０号

議案番号 議　案　の　主　な　内　容議　案　名
滞納している水道料金（4件）の権利放棄を議会として同意するもの

教育委員会委員の任命 前委員の後任として、新たに小向　達之氏（楢台）を任命するもの

４. 条例の設定

会計年度任用職員の給与及び費用
弁償に関する条例８３号

８４号

８５号

議案番号 条　例　の　主　な　内　容

一　部　改　正　の　主　な　内　容

条　例　名
臨時職員は､地方自治法等の改正により､令和２年４月から会計年度
任用職員として雇用するため､県条例に準拠して給与等を定めるもの

２. 条例一部改正等の専決処分の承認

町長及び副町長の旅費の特例に関
する条例等の一部を改正する条例７２号

議案番号 改　正　の　主　な　内　容条　例　名
旅費の特例に関する条例に教育長を追加し､50㎞未満の県外出張の場合､
特例的に日当を4分の1に減額する他、一般職は550円と定めるもの

税条例の一部を改正する条例７３号 軽自動車税が種別割と環境性能割に整理され､環境性能割の賦課徴収
を当面県が行い市町村に払込むため､減免対象範囲を県と合せるもの

地方公務員法及び地方自治法の一
部を改正する法律の施行に伴う関
係条例の整備に関する条例

会計年度任用職員制度に係る地方公務員法等の改正に伴い、関係す
る５つの条例の条文等と整合性を図るもの  

成年被後見人等の権利の制限に係
る措置の適正化等を図るための関
係法律の整備に関する法律の施行
に伴う関係条例の整備に関する条例

成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、関係
法令の施行に伴い、関係する７つの条例の条文等と整合性を図るもの

固定資産評価審査委員会委員の選任 任期満了後も引き続き、川崎　栄治氏(羽場)を選任するもの

日程事項 選挙管理委員及び補充員の選挙
任期満了となる選挙管理委員に星川昭男氏（十日町）､早坂伊兵衞氏（七日町）､
栗田幹子氏（小蝉）､近岡直美氏（谷口）､同補充員に丹憲明氏（稲沢）､高橋良孝氏（羽場）､
今井美奈子氏（安沢）､石井和代氏（朴山）を議長の指名推選で再選したもの

５. 各会計補正予算

国民健康保険特別会計（第４号）～事業勘定～
　同　上　　　　　　　　　　 ～直診勘定～
介護保険特別会計（第３号）
後期高齢者医療特別会計（第１号）
農業集落排水事業特別会計（第２号）
公共下水道事業特別会計（第１号）
水道事業会計（第２号）～収益的収支～

一般会計（第５号）　

７７号

７８号
７９号
８０号
８１号
８２号

９１号

議案番号 補正の主な内容 補正額（万円） 補正後（万円）会計名（補正番号）
繰越金等増額による一般会計への繰出
給与改定及び医薬材料費の増額等
各種保険給付費及び人件費の増額等
県後期高齢者医療広域連合納付金の増額
有屋地区機能診断調査費の計上等
職員人件費及び公債費元金の増額
給与改定による増額

３. 条例の一部改正

特別職の職員の給与に関する条例
一般職の職員の給与に関する条例
職員の勤務時間､休暇等に関する条例
水道給水条例

７４号
７５号
８６号
８７号

議案番号 条　例　名

国の人事院勧告に準拠して給与を改正するもの

男性職員の育児参加休暇を特別休暇として制度化するもの
指定給水装置工事指定業者の更新手数料を定めるもの

人件費補正､工事請負費の減額､福祉燃
料購入支援事業費補助金の計上､多子
通園費助成金の増額､公債費の減額等

41億5170
3億6963

30
▲412

１. 補正予算の専決処分の承認

一般会計（4号）
国民健康保険特別会計（3号）～直診勘定～

７０号
７１号

議案番号 補正の主な内容 補正額（万円） 補正後（万円）会計名（補正番号）
熊などの有害鳥獣対策の強化
ﾅｰｽｺｰﾙの更新、医療機械購入費の減額


